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本ガイドには、認知症について知っておきたい基礎的知識や認

知症の進行状況や状態に合わせて受けられる医療・介護・福祉

サービス（認知症ケアパス）などの情報をまとめています。 

認知症になっても早く気づいて受診することや適切な対応

をすることで、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよ

うに本ガイドをご活用ください。 
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脳の病気などによって慢性的に認知機能（記憶・認識・理解・判断など）が低下し、日常

生活や社会生活に支障をきたしている状態をいいます。 

認知症の多くの場合に物忘れがみられますが、認知症ではなくても人は老化と共に物忘れ

が出現します。しかし、「認知症による物忘れ」は「老化に伴う普通の物忘れ」とは違いま

す。例えば、朝食に何を食べたか思い出せないのは普通の物忘れですが、朝食を食べたこと

自体を忘れてしまう場合は認知症が疑われます。 

厚生労働省の調査では、2040年には認知症の人は全国で 584万人（65歳以上の人の 3人

に 1人）に達すると予想されています。 

 

 
認知症を引き起こす原因の多くは、アルツハイマー病などの病気によるものですが、認知

症は加齢と共に発症率が増加します。およそ 5年ごとに認知症の発症率は倍増します。 

長寿社会となった日本では、認知症は決して人ごとではなく私たちの身近な問題です。 

また、認知症のような症状が見られても、一過性のもの（せん妄）や治るかもしれない認

知症もあります。まずは、医師にご相談ください。 

 

主な認知症の種類 特長 症状 

アルツハイマー型認知症 

・脳内にたまった異常なたんぱく質に

より神経細胞が破壊され脳に萎縮が

起こります。認知症全体の約 7割を占

めます。 

・男性に比べ女性に多いです。 

・昔のことはよく覚えています

が、最近のことは忘れてしまい

ます。 

・軽度の物忘れから症状は徐々

に進行していきます。 

脳
のう

血管性
けっかんせい

認知症 

・脳梗塞や脳出血等によって脳細胞に

十分な血液が送られずに、脳細胞が死

んでしまう病気です。認知症全体の約

2割を占めます。 

・女性に比べ男性に多いです。 

・脳血管障害が起こるたびに段

階的に進行します。障害を受け

た部位によって症状が異なりま

す。 

レビー小体型
しょうたいがた

認知症 

・脳内にたまったレビー小体という特

殊なたんぱく質により脳の神経細胞

が破壊されおこる病気です。 

・現実には見えないものが見え

る幻視や手足が震えたり筋肉が

固くなるといった症状が現われ

ます。歩幅が小刻みになり、転

びやすくなります。 

 

認知症ってなんだろう？ 

なぜ、認知症になるの？ 
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治るかも知れない認知症 特長 症状 

正常圧
せいじょうあつ

水頭症
すいとうしょう

 
・脳の内側に水が溜まります。 

・手術等で治る可能性があります。 

・物忘れ以外に歩行障害や尿失

禁がみられることがあります。 

慢性硬
まんせいこう

膜下血腫
まくかけっしゅ

 

・頭を強く打った（頭部外傷）後、1

日～数週間遅れて症状が現れること

があります。脳内で出血し、血腫が脳

を圧迫し症状が現れます。 

・手術等で治る可能性があります。 

・物忘れ以外に、歩行障害や手

足の軽い麻痺などが起こりま

す。 

栄養不足や脱水症、入院や寝

不足などで起こる認知症状 

・急激に発症することが多いです。 

・原因を取り除くことで治る場合があ

ります。 

・幻覚、幻視、徘徊、興奮など

認知症のような症状がみられる

ことがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① バランスのよい食事 

食事からとる栄養は、体の健康や免疫力、脳の機能維持などに好影響を与えます。特にたん

ぱく質は認知機能の維持に効果があるといわれており、不足すると認知症のリスクが高まる

恐れがあります。 

② 適度な運動 

ウォーキングなどの有酸素運動を１日３０分・週３回以上行うことが効果的といわれていま

す。活動が低下している人や運動習慣のない人は、近所を散歩する、エレベーターを使わず

階段を使うなど軽い運動から始めてみましょう。 

③ 他者とのコミュニケーション 

会話を楽しんだり、笑ったりするといった刺激が加わることで、脳内にドーパミンが放出さ

れ記憶力や学習力が上がることが期待できます。人と関わり社会的孤立やうつ病を防ぐこと

も認知症の予防につながります。 

④ 脳の活性化 

脳を活性化させることは認知機能の低下を予防する効果が期待できます。趣味を楽しんだり、

新しいことに取り組むことで脳が活性化されます。質のよい睡眠も脳の回復と活性化に大切

です。 

⑤ 生活習慣病の予防・治療 

高血圧や糖尿病などの生活習慣病を予防すること、しっかり治療することは認知症予防に効

果的です。過度な喫煙、アルコール摂取など生活習慣の見直しを心掛けましょう。 

⑥ 聴力の維持 

聴力が低下すると脳に入る情報が少なくなり、脳細胞の活動が衰える可能性があります。 

聞こえが悪くなってきたら、必要に応じて耳鼻科に相談の上補聴器の使用を検討してみてく

ださい。 

認知症予防６つのポイント 



  3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□  １ 今切ったばかりなのに、電話の相手の名前を忘れる。 

□  ２ 同じことを何度も言う・問う・する。 

□  ３ しまい忘れ置き忘れが増え、いつも探し物をしている。 

□  ４ 財布・通帳・衣類などを盗まれたと人を疑う。 

□  ５ 料理・片付け・計算・運転などのミスが多くなった。 

□  ６ 新しいことが覚えられない。 

□  ７ 話のつじつまが合わない。 

□  ８ テレビ番組の内容が理解できなくなった。 

□  ９ 約束の日時や場所を間違えるようになった。 

□ １０ 慣れた道でも迷うことがある。 

□ １１ 些細なことで怒りっぽくなった。 

□ １２ 周りへの気づかいがなくなり頑固になった。 

□ １３ 自分の失敗を人のせいにする。 

□ １４ 「このごろ様子がおかしい」と周囲から言われた。 

□ １５ ひとりになると怖がったり寂しがったりする。 

□ １６ 外出時、持ち物を何度も確かめる。 

□ １７ 「頭が変になった」と本人が訴える。 

□ １８ 下着を替えず、身だしなみを構わなくなった。 

□ １９ 趣味や好きなテレビ番組に興味を示さなくなった。 

□ ２０ ふさぎ込んで何をするのも億劫がりいやがる。 

 

出典 公益社団法人 認知症の人と家族の会 

時間・場所が 

わからない 

人柄が変わる 

日常の暮らしの中で、認知症の始まりではないかと思われる言動を「認知症の人と家族

の会」の会員の経験からまとめたものです。医学的な診断基準ではありませんが、暮らし

の中で目安として参考にしてください。 

認知症になると、生活への意欲も失われていきますので、そのまま放置すると心身の活動が

低下し、全身の機能が衰えて、最終的には寝たきりなどの要介護状態を招いてしまいます。要

介護状態を防ぐためには認知症を予防したり、もし発症したとしても、早期に発見・対応する

ことで、進行を遅らせることが期待できます。 

物忘れが 

ひどい 

意欲が 

なくなる 

不安感が 

強い 

判断・理解力が 

衰える 

チェックしてみて、いくつか思い当たる

ことがあれば、かかりつけ医等に相談し

てみましょう。 

早期発見・早期治療が大切です 

「認知症」早期発見のめやす☑ 



 

 

 

 

 

 

５ 

 

 

 

認知症の人の心は、認知機能が低下していても、私たちと変わることはありません。 

もし、あなたが知らない人から「昨日貸したお金を返してほしい」と言われたらあなたなら

どうしますか？記憶になければお金を返すことはないでしょう。 

もし、あなたが気付いたら知らない場所にいたらどうしますか？なぜ自分がそこにいるのか

わからず不安になったり混乱したりするでしょう。 

記憶になければ、なぜそうなったのか理解できず、自分と周囲の状況とを正確に認知するこ

とができません。認知症の人にとっては、身の回りで起こることは日々、理解しがたい理不尽

な状況であるとも言えます。 

 

① 認知症の人と同じ状況に立たされた時、私たちも同じ心理状態になることを理解しま 

しょう。 

② 「本人の記憶になければ本人にとっては事実ではない」、「本人が思ったことは本人にとっ

ては事実である」ということを理解しましょう。 

 

この 2つを理解することで、あなた自身が穏やかに認知症の人へ接することができます。 

また、対応の心得として「驚かせない」「急がせない」「自尊心を傷つけない」ことが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご飯を食べてない！ 

今準備するから 

これ食べていてね 

ご飯は 

まだかい？ 

まだ食べてないよ。 

ポイント！ 

食事をしたことを忘れたり空腹を感じづらくなったりしています。本人は初めて食べると思っています 

ので、否定したりせずひとまず受け入れて様子を見ましょう。小さなお菓子や飲み物を出してあげるの 

もいいでしょう。 

えっ！ご飯？

おじいちゃん、

さっきご飯食

べたのに。 

でも否定しないで

ひとまず受け入れ

よう。 

４ 

認知症の人への接し方 
 



 

 

 

 

 

 

５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財布がない！ 

ポイント！ 

しまった場所を忘れたり、大事なものほど複雑な場所にしまいこんで忘れてしまうことがあります。 

現実になければ盗られたと思いこみ家族が疑われることがあります。まず大変な状況に共感し、 

本人が自分で見つけられるように一緒に探してあげましょう。 

一緒に探しまし

ょう。引き出しの

中は探した？ 

叱るのは逆効果、 

共感し一緒に探し

て、本人が見つけら

れるようにしよう。 

わしの財布が

ない。泥棒に入

られたに違い

ない！ 

えっ！財布？ 

また、しまった場

所がわからなくな

ったんだ。 

何度も同じことを言う・聞く！ 

ポイント！ 

記憶力が低下し、数分前のことを覚えていられません。本人には、初めて言ったり、聞いたりしていると 

思っています。初めて聞いたように対応しましょう。さりげなく話題を変えるのもいいでしょう。 

 

 
ゴミ出しができない 

ポイント！ 

曜日や日時がわからなくなり、ゴミ出しができなくなったりします。 

地域ぐるみで、声掛けや対応ができるように日頃の付き合いを大切にしましょう。 

今日はデイサービス

に行く日かしら？ 

明日だよ 

ちょっと出か

けよう！ 
ねぇ～今日は？ 

また、同じこと

を・・・ 

 

今日は、燃やせるゴミ

の日ですよ～ 

えっ？ 

ねぇ～今日は？ 

あらっ！？ 

カラン 

カラン 

曜日や日時がわ

からなくなって

いるんだ。 
今度は一緒にゴミを

出しましょうよ。 

散歩は気持ち

いいわね～ 

ありがたいな 



 

 

認知症の人の介護をしている家族の気持ちは、次のような４つのステップを行っ

たり来たりしながら徐々に受け入れていくと言われています。受容していく過程の中

で、イライラしたり、落ち込んだりすることは自然なことです。 
このステップを理解していると少し気持ちに余裕が出てくるかもしれません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護をしている家族の気持ち 

第１ステップ  

とまどい・否定 
 

おかしな言動を

示し始めた親や配

偶者に対する家族

の最初の反応は

「あんなにしっかり

していた人がまさ

か」というとまどい・

否定です。 

 

他の家族にすら打

ち明けられず悩む

時期。 

第２ステップ  

混乱・怒り・拒絶 

認知症の理解

の不十分さからど

う対応してよいか

わからず混乱し、

ささいなことで怒っ

たり叱ったりしてし

まいます。 

 

疲労困憊・拒絶

感・絶望感に陥り

やすい時期。 

第４ステップ  

受容 

認知症に対する

理解が深まって、

認知症の人の心

理を介護者自身

が自然に受け止め

られるようになりま

す。 

 

認知症の本人の

あるがままを受け

入れられるように

なる時期。 

第３ステップ  

割り切り 

怒ったり、イライ

ラしても何もメリット

はないと思いはじ

め、割り切るように

なる時期です。 

 

症状は同じでも介

護者にとっても「問

題」としては軽くな

る。 

介護をしている家族が元気を保つポイント 

 ① 身近に相談できる人を持ちましょう 

② 適切に介護サービスなどを利用しましょう 

③ 自分の健康や時間も大切にしましょう 

④ 認知症の正しい知識を身につけましょう 

⑤ がんばりすぎないようにしましょう 

 

責任感が強く真面目な人ほど、介護の手を抜いたり他人任せにしたりすることに罪悪

感を感じ、一人で頑張ってしまいがちです。しかし、それが続くと、介護をする人が体調を

崩したり、精神的に追い詰められたりしてしまいます。認知症は家族だけでケアするのは

難しい病気です。家族が余裕をもって元気に介護を続けるために次のポイントを大切に

しましょう。 

６ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                                 

                                  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

認知症ケアパスとは？ 

「認知症の人の状態に応じた適切なサービス提供の流れ」をまとめたものです。 

 認知症の状態に合わせて「いつ」「どこで」「どのような医療・介護サービスを受ければよいか」をま

とめたものになります 

認知症ケアパスのイメージ図（一例） 

気づき 
疑い 

診 断 

症状悪化の場合 

かかりつけ医 

 

地域包括支援センター等 

・認知症初期集中支援チーム 

・チームオレンジによる支援 

認知症疾患 

医療センター 

認知症疾患医療センター 

精神科医療機関等 

紹介 

デイサービス 

ショートステイ等 

居宅サービス 

＊オレンジカフェな

ど 

ケアマネジャー 

老健施設・特養 

グループホームなど 

日

常

診

療 

日

常

診

療 

7 

紹介状 

近隣住民

等 

家族

等 

自宅 



認知症の経過

気づき・発症の時期 軽度 中等度

本
人
の
様
子

会話

食事
調理

買い物
金銭管理

外出
排泄・服薬

●約束を忘れることがある
●いつも「あれがない」「これがない」と探している
●趣味や好きなテレビに興味を示さなくなる

●食事の内容を忘れる事がある
●同じ料理が多くなる

●買い物や金銭管理に少し不安がある

●たまに薬の飲み忘れがある

重度

認知症の疑い　または
認知症ではあるが日常生活はほぼ自立

誰かの見守りがあれば
日常生活は自立

日常的に手助け・介護が必要 常に介護が必要

相談

予防

医療

本人の思い
●なんとなくおかしいと感じて不安になる
●不安や焦りから怒りっぽくなることがある

●どのような終末期を迎えるのか家族間で話し合って
おきましょう

●できない事が増え、混乱する事がある ●居心地のいい環境、安心できる環境を求める
●できないことはさらに増えるが、できることも残っ
ている

●家族の周りの「気づき」が大事です
●様子がおかしいと思ったら、かかりつけ医や地域包括
支援センターなどに相談しましょう
●できないことや間違いがあっても責めたり否定しない
ようにしましょう

家族の心構え

権利擁護

生活支援
安否確認
介護

住まい

～認知症ケアパス（認知症の進行と状態に応じた適切なサービス提供の流れ）～ ※サービスを受けるには、介護保険による介護認定が必要

●一人で抱え込まず身近な人に理解してもらいましょう。
　家族のつどいや認知症カフェに参加するのも良いでしょう
●症状の進行と共に介護量も増加します
　介護疲れにならないよう介護保険サービスなどを上手に利用することも必要です

●食事したこと自体を忘れる ●食事がうまくできない
●食事介助が必要となる
●食べ物でないものを口に入れる

●同じことを何度も行ったり、聞いたりする
●時間や日にちがわからなくなる

●文字が上手に書けない
●電話や訪問者への対応が一人では難しくなる

●質問に答えられない
●家族の顔や名前がわからない
●会話が成立しなくなる

●ゴミ出しができない
●服薬管理ができない

●たびたび道に迷う
●失禁で汚れた下着を隠す

●寝たきりになる
●尿や便の失敗が増える

●買い物で小銭を使えない
●同じものばかりを買う
●財布を盗られたなど妄想がある

地域包括支援センター、かかりつけ医、ケアマネジャー、認知症疾患医療センター、民生委員、認知症の人と家族の会＊認知症初期集中支援チーム・認知症地域支援推進員

生きがいデイサービス、介護予防教室、サークル活動、老人クラブなど

かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬局、認知症専門外来、認知症疾患医療センター

※訪問診療 ※訪問看護 精神科（外来・急性期憎悪期の一時入院）

シルバー人材センター、ワンコインサービス、生活援助用具（貸出し、購入助成）、紙おむつ給付など

緊急通報装置の貸与、SOSネットワーク、避難行動要支援者名簿登録制度、給食サービスなど

※介護予防・日常生活支援総合事業 ※介護保険サービス（デイサービス、ショートステイサービス、訪問介護など）

自宅、公営住宅、有料老人ホームなど

※グループホームなど

※特別養護老人ホーム

日常生活自立支援事業 成年後見制度

地域包括支援センター
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１０ 

 
 

●地域包括支援センターは高齢者のための総合相談窓口 

認知症に関すること、介護・医療・福祉に関することなど、どこに相談していいかわからない場

合、まずは地域包括支援センターにご相談ください。 

酒々井町地域包括支援センターには、介護保険制度による「認知症初期集中支援チーム」（P11

参照）と認知症地域支援推進員」（※１）が配置されており、専門的な相談やサポートを行ってい

ます。 

名称 所在地 電話番号 相談受付時間等 

酒々井町地域包括

支援センター 

酒々井町中央台 4-11 

酒々井町役場 西庁舎１階 
043-481-6393 

【窓口相談】 

平日のみ 

午前 8時 30分～午後 5時 15分 

＊土曜は電話、訪問のみの相談

を行っております 

＊日・祝日休み 

 

※１「認知症地域支援推進員」とは、認知症の人が出来る限り住み慣れた良い環境で暮らし続けることができる

よう、地域の実情に応じて医療機関、介護サービス事業所や地域の支援機関をつなぐ連携支援や認知症の人やそ

の家族を支援する相談業務などを行います。 

●その他の電話相談 

名称 電話番号 受付時間 

ちば認知症相談コールセンター 043-238-7731 

月・火・木・土曜日 

午前 10時～午後 4時 

※面接相談は金曜日（要予約） 

若年性認知症コールセンター 

 

0800-100-2707 

 

月曜日～土曜日 

午前 10時～午後 3時 

ただし水曜日 午前 10 時～午後 7 時まで 

（祝日・年末年始を除く） 

千葉県若年性認知症 

専用相談窓口 
043-226-2601 

月・水・金曜日 

午前 9時～午後 3時 

（祝日・年末年始を除く） 

 

●認知症の人と家族の会 

“つどい”による介護者等の交流や“会報”での情報提供を行っています。 

介護の相談は、上記の「ちば認知症相談コールセンター」で受け付けています。 

名称 電話番号 受付時間 

公益社団法人 

認知症の人と家族の会/千葉県支部 

 

043-204-8228 

月・火・木曜日 

午後 1時～午後 4時 

各種相談機関 



１１ 

●その他の相談等 

“認知症初期集中支援チーム”とは、医療・介護などの複数の専門職で構成されたチームです。 

認知症や認知症が疑われる人をチーム員が医師と相談しながら、短期間、集中的に支援します。 

例えば、医療機関への受診支援、家族介護者へのサポート、介護保険サービス利用支援などを行い

ます。 

相談は、電話・来所または自宅への訪問も可能です。家族だけでも相談いただけます。 

 

 

 

 

 

●身近な医療機関・かかりつけ医 

日常生活の変化に気が付いたところで、まず「かかりつけの医師」に相談しましょう。 

かかりつけの医師で判断が難しい場合は、専門医療機関を紹介していただけます。 

 

●近隣の認知症専門医療機関等 

認知症専門医療機関とは、認知症の専門医がいる医療機関です。神経内科、精神科、物忘れ外来

などで診察等を行っています。 

医療機関 所在地 電話番号 

みつば脳神経クリニック 
佐倉市城 343-3 

プチモンドさくら 1-A 
043-483-3289 

志津クリニック 佐倉市上志津 1669-201 043-462-5622 

成田病院（認知症サポート医） 成田市押畑 896 0476-22-1500 

日本医科大学千葉北総病院※ 

（認知症疾患医療センター） 
印西市鎌苅 1715 

（直通） 

0476-99-0413 

東邦大学医療センター佐倉病院※ 

（物忘れ外来） 
佐倉市下志津 564-1 043-462-8811 

聖隷佐倉市民病院※ 

（物忘れ外来） 
佐倉市江原台 2-36-2 043-486-1151 

成田赤十字病院※ 成田市飯田町 90-1 0476-22-2311 

 

※印の医療機関は、紹介状なしで初めて受診する際に「特別の料金」がかかる場合があります。 

また、「かかりつけ医の紹介状」や「事前予約」な場合もあります。 

 

 

医療機関 



１２ 

    緊急通報装置の貸与 

 

① 65歳以上のひとり暮らしの方 

② ひとり暮らしの重度身体障がい者 

③ 高齢者世帯で世帯に属する者のいずれ 

かが、介護認定または、重度身体障がい者

のいる世帯 

の方を対象に緊急通報装置等貸し出し、緊

急時に本人から受信センターに通報して、適

切な処置を取ります。24時間利用できます 

※協力員２名が必要です 

※料金は無料です 

健康福祉課福祉班 ☎043-496-1177 

 

 

避難行動要支援者名簿登録制度 

高齢者、障がい者、乳幼児等、災害発生

時や災害発生のおそれがある場合に、自ら

や家族で非難することが困難な方や不安を

感じている方の避難支援を行うため、あら

かじめ名簿に登録するものです。名簿は、

日ごろから地域での見守り活動、避難訓練

や安否確認の体制づくり、災害時の避難支

援・安否確認などに活用します 

健康福祉課福祉班 ☎043-496-1177 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者がいなくなったら… 

家族はどうする？ 

最寄りの警察署・近くの交番に相談・連絡を！ 
佐倉警察署 TEL：０４３－４８４－０１１０ 

至急！       １１０ 

2市１町 SOSネットワーク 

●行政・警察・消防・地域の民間団体が協力

し、認知症などによる行方不明者の情報をフ

ァックスや防災行政無線、メール配信等を利

用し、早期発見と保護に努めます。 

●ポケットやバックに常時装着しておくこ

とで行方不明となった場合に GPS（人工衛星

を利用した位置測定システム）により位置確

認できる装置の利用初期費用を助成します。

（助成上限額：１万円） 

●行方不明となるおそれのある高齢者等に

対して、靴のつま先やかかとに貼る「SOSス

テッカー」を交付します。行方不明時の早期

発見と保護のため身体的特徴や家族等の連

絡先を登録し佐倉警察署に情報提供します。 

健康福祉課福祉班 ☎043-496-1177 

 

酒々井町 

0 0 0 0 

給食サービス 

75 歳以上で食事の支度が困難な方を

対象に、安否確認を目的としてボランテ

ィア「菜のはな会」の協力により１食２

００円で月３回手作りの昼食を配達し

ます。       

社会福祉協議会 ☎043-496-6635 

 

見守り・安否確認 



 

１３ 

しすいオレンジカフェ 

認知症の方やご家族、地域の方など誰も

が気軽に交流できるつどいの場です。 

専門職も参加していますので認知症に関

する相談も可能です。毎回テーマを替えた 

ミニ講座を開催しています 

利用料：無料 

不定期開催。広報などご参照ください 

地域包括支援センター ☎043-481-6393 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認知症サポーター養成講座 

認知症に関する正しい知識や対応の仕

方などを学ぶことができる講座です。受講

すると認知症サポーターの証としてオレ

ンジリングを授与しています。職場・自治

会などへの出前講座も行っています。 

費用：無料 

地域包括支援センター ☎043-481-6393 

ワンコインサービス 

高齢者等のいる世帯で、日常生活

のちょっとした困りごとを地域の登

録ボランティアが代わりに行う、有

償ボランティアサービスです。 

・１５分程度の軽作業は１００円 

・３０分程度の軽作業は５００円 

社会福祉協議会 ☎043-496-6635 

ふれあいサロン「かざぐるま」 

傾聴ボランティア「かざぐるま」

の協力により実施しています。楽し

くお話をしたり、友達づくりができ

る地域の憩いの場です。 

毎月第 1金曜日  

午前 10時～午前 11時 30分まで 

社会福祉協議会 ☎043-496-6635 

 

生活援助用具 

貸し出し・・・体の不自由な方に介護用

品（車いす、電動ベッド等）を無料で 6

ケ月間貸し出しをしています。ただし介

護保険制度の対象となる方は制度が優

先されます。※在庫に限りがありますの

で、事前にお問い合わせください。 

購入助成・・・生活に必要な補助用具の

購入に対し、1世帯につき年 1回の助成

を実施しています。限度額 5万円、補助

率 2/3、助成件数に限りがあります。 

社会福祉協議会 ☎043-496-6635 

紙おむつ等購入助成事業 

1ヶ月あたり 3000円分の紙おむつ等購

入助成券を交付します。（施設入所、入院

中の方はご利用になれません） 

対象：①要介護 1・2の認定を受けている

非課税世帯の方または要介護 3～5の認定

を受け、世帯の合計所得が 900万円以下の

方で、いずれも在宅で常時紙おむつ等を使

用している方。   

②身体障害者手帳や療育手帳の交付を受

け、在宅で常時紙おむつ等を使用している

方。 

料金：無料 

健康福祉課福祉班 ☎043-496-1177 

 

 

生活支援・交流・講座 



 

１４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

権利や財産を守る 

成年
せいねん

後見
こうけん

制度 

認知症、知的障がい、精神障がいなどによって、物事を判断する能力が十分ではない方

が、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれることがないように、法律面や生

活面で本人を保護し支援する制度です。「任意後見制度」と「法定後見制度」の２種類があ

ります。 

●「任意後見制度」・・・本人の判断能力があるうちに、将来の判断能力の低下に備え、

任意後見人となる人を選び、支援してもらう内容について契約し、公証役場で公正証書を

作成しておきます。実際に本人の判断能力が不十分になったときに、家庭裁判所が選任す

る任意後見監督人のもとで任意後見人による支援を受けます。 

●「法定後見制度」・・・本人の判断能力が不十分な状態にある場合に、家庭裁判所に申

し立てることによって、家庭裁判所が適任と認める人を本人の支援者（成年後見人等）に

選任する制度です。本人の判断能力に応じて 「補助」「保佐」「後見」の３類型がありま

す。 

千葉家庭裁判所 佐倉支部 ☎043-484-1215 

日常生活自立支援事業 

高齢者や障がいのある方で、十分な判

断ができない方や体の自由が利かない

方が地域で安心して生活できるように

支援する有料の福祉サービスです。 

生活支援員が定期的に訪問し、福祉サ

ービスを利用するお手伝い（福祉サービ

ス利用援助）や、お金の出し入れや公共

料金等の支払い代行（財産管理サービ

ス）、また大切な書類や通帳・印鑑等の

管理に不安がある場合はお預かり（財産

保全サービス）等を行います。 

 

社会福祉協議会 ☎043-496-6635 

 

消費生活相談 

商品の購入やサービスの利用に関する消費生

活全般について、専門的な知識と豊富な経験

を持つ相談員が、親身になって相談を受け付

けています。消費者の皆さまの苦情や疑問に

対して、的確な問題解決の助言を行い、安心

して生活できるようサポートしています。 

一人で悩まずに気軽にご相談ください。 

 

＊相談日時は下記の問い合わせ先へ 

ご確認してください 

 

商工振興班 ☎043-382-2339 

 

 

 

     経済環境課 ☎043-496-1171（代） 

 



 

１５ 

 

 介護保険は高齢者の暮らしを社会みんなで支えるしくみです。40 歳以上の人は、介

護保険に加入し、決められた保険料を納めています。その保険料や税金を財源とする

ことで、介護が必要になっても高齢者が地域で安心して暮らしていけることを目指す

とともに、いつまでも自立した生活を送れるよう支援します。高齢になって生活する

うえで何か困ることが出てきたら、介護保険サービスの利用を検討しましょう。また、

必要な支援の度合いによって、利用できるサービスは異なります。介護保険を利用す

るには、申請が必要です。 

詳しくは、健康福祉課介護保険班や酒々井町地域包括支援センターにご相談くださ

い。 

おもな介護保険サービス 

在宅サービス 

●訪問介護（ホームヘルプ） 

ホームヘルパーによる自宅での生活上の介護

や支援のサービスです。 

●訪問入浴介護 

自宅に簡易浴槽を搬入して行う入浴介護です。 

●訪問看護 

医師の指示により看護師などが自宅を訪問し

て、療養上の世話や診療の補助を行います。 

●訪問リハビリテーション 

理学療法士や作業療法士などが自宅を訪問し

リハビリテーションを行います。 

●居宅療養管理指導 

医師などが自宅を訪問し療養上の管理や指導

を行います。 

●ショートステイ 

介護老人福祉施設などに短期間入所して、日常

生活上の支援や機能訓練などが受けられます。 

●通所介護（デイサービス） 

デイサービスセンターで食事や入浴、機能訓練

などの日常生活支援を日帰りで行います。 

●通所リハビリテーション（デイケア） 

医療機関などでのリハビリテーションや日常

生活支援です。 

●福祉用具貸与 

日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸

与します。 

●住宅改修費支給 

手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修

をする際に 20万円を上限に費用を支給します。 

地域密着型サービス 

●認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 

認知症の人が共同生活をする住宅で受ける日

常生活上の世話や機能訓練です。 

●小規模多機能型居宅介護 

施設への通所を中心に、訪問や短期間の宿泊も

利用できる多機能サービスです。 

施設サービス 

●介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

常時介護が必要で自宅での生活が困難な人が

入所して、日常生活上の支援や介護が受けられ

ます。 

●介護老人保健施設（老人保健施設） 

状態が安定している人が在宅復帰できるよう

に、リハビリテーションを中心としたケアを行

います。 

●介護医療院 

長期療養のための医療と日常生活上の介護を

一体的に提供する施設です。（介護療養型医療

施設の転換施設です。） 

 

 

介護保険制度について 



歯科医師から 

 

 

 

認知機能の低下を感じる初期症状のひとつに 

 短期記憶の低下があります。ついさっきの事も 

 忘れてしまうのです。病院を受診し処人しても 

 もらった薬があっても、服用したかどうか忘れて 

 しまい、２回飲んでしまったり、飲むのを忘れて 

 薬が沢山余ってしまうことがあります。 

  ご家族と同居していると気をつけてもらえます 

 が、独居の人は 1人でそれに対応することがとて 

 も難しくなります。ご家族やヘルパーさんの援助 

 が必要になりますが、薬剤師にも現状をお知らせ 

 ください。 

  薬の数や服薬回数を減らしたり、一包化したり 

 また、主治医と相談して患者さんにとって最善の 

 方法を考えることができます 
 

ひまわり薬局 

 石井 道子さん 

薬剤師から 

グループホームから 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認知症が進行すると、上手に歯磨きをする 

ことや、入れ歯の扱いも難しくなります。 

その為、口腔衛生状態が悪化し、虫歯や歯周 

病にかかり易くなります。また、誤嚥性肺炎に 

なるリスクも高くなります。虫歯や歯周病を 

予防するには、しっかりと口腔内の汚れが取れ 

ていないといけません。 

認知症が重度になると自分のお口の衛生管理 

が難しくなりますので、ご家族の人が歯磨きの 

具合を確認、お手伝いをしてあげてください。 

また、定期的に歯科医院を受診し専門的な口腔 

ケアを受けたり、入れ歯の調整をしてもらいま 

しょう。通院が困難な場合には訪問診療を 

利用して頂くと良い状態が保てます。 
         

すばる歯科医院 

前田 英作さん 

 

 

 

 

 

 

 

認知機能を低下させる要因として、アルツハ 

イマー型認知症や脳血管障害などの脳の疾患 

の他、糖尿病や甲状腺機能低下症などの身体 

疾患、アルコール、薬剤（抗不安薬、睡眠薬、 

抗パーキンソン薬や過活動性膀胱の薬など）の 

影響など様々なものがあります。脱水や栄養 

不良、運動不足などでもお年寄りの認知機能は 

低下します。 

認知症の症状を早く見つけて、早めに医師に 

相談することによって、たとえ認知機能が低下 

してもより多面的な対応ができると思います。 

些細な症状であっても認知症サポート医に遠 

慮なく相談してください。   
成田病院 

精神科医師 鈴木 みね子さん 

 

認知症サポート医から 

認知症の人や家族を支える人たちからのアドバイス 

グループホームから 

 認知症は、普段できていたことが 

出来なくなり、不安になったり落ち込んだり

します。できないことを見つけてあげ、寄り

添うことで意欲を高めて上げることが大切

だと思います。 

また、介護にあたるご家族は心的、精神的

な負担が大きいと思います。寄り添うために

も、続けられる環境づくりが大事です。 

自分たちだけで抱え込まずに地域や医療

や介護、周囲の方とみんなで考えていきま

しょう 

     グループホームふじき野 

              吉田 友大さん 

１６ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉協議会から 

 

 

 

 

勇気を出してはじめの一歩を踏み出して 

みませんか。 

認知症かな？と思った時や診断された時、 

コールセンターへお電話頂いたり、介護の知 

恵や工夫を交換する「つどい」への参加はい 

かがでしょう。介護サービスの利用の仕方 

や日々の暮らしのヒントが見つかります。 

ご本人が一緒に参加する「つどい」もあり、 

話すことで直接の解決にならなくても自分 

だけではないという思いや大切な家族や自 

分のこれからを考える機会に出会えます。 

 

 

認知症の人と家族の会 千葉県支部 

広岡 成子さん 

 

認知症の人と家族の会から 

 

 

 

 

 

 

認知症は、加齢にともない誰もがなる可能 

性があります。 

認知症になっても「その人らしさ」が大切 

にされ、住み慣れた地域の中で穏やかに笑顔 

で暮らし続けるためには、地域住民の方々の 

支えや医療と介護の連携が重要です。 

酒々井町では定期的に「オレンジカフェ」 

や「認知症サポーター養成講座」などを開催 

しています。認知症の方にやさしい町を一緒 

につくっていきましょう。 

気になることがありましたら、お気軽に地 

域包括支援センターまでご連絡ください。 

 

酒々井町地域包括支援センター 

石塚 貴美子さん 

 

認知症地域支援推進員から 

 

 

ご自身やご家族が認知症になると、多くの方 

 が、不安になってしまいます。しかし、近年では 

認知症に対する社会の理解が深まり、酒々井町 

でも、様々が支援や取り組みがなされています。 

認知症と診断されても保険・医療・社会といった 

 サービスを適切に利用して、社会とのつながりを 

 を持ち続ける事が大切です。 

そのために介護支援専門員が地域とのつながり 

と専門的な知識を生かして『そのひとらしく』 

 地域で暮らしていけるように、ご支援させていた 

 だいています。気になることがありましたら、 

 ご相談いただければ幸いです 

 

  

 

 

１７ 

 

居宅介護支援事業所 エコトピア酒々井 

          杉田 博史さん 

 

ケアマネジャーから 

 社会福祉協議会は、行政機関や社会福祉

関係者と協働し『誰しもが健やかに暮らせる支

え合いのまち』を築くことを目的に様々な事業

を行っている民間団体です。 

 様々な福祉サービスや地域の仲間づくりの場

を提供し、住民の皆さんが安心して暮らせる地

域づくりに取り組んでいます。 

 日々の生活の中で、何かお困りごとがありま

したら、まず、社会福祉協議会にご相談してい

ただければと思います。 

 認知症になっても住み慣れた地域で安心して

暮らせるように、社会福祉協議会は地域の皆

さんと力をあわせて『福祉のまちづくり』を進め

てまいります 
酒々井町社会福祉協議会 



 

 

 

 

 おわりに 

 認知症施策推進計画に基づく、認知症の人に関する理解の増進の一
環として『認知症ガイド』は作成しています。認知症の人にとって「やさしい

町」であることは、認知症の方だけではなく障がい者や高齢者、子供など

すべての人にとっても、「やさしい町」をつくることにつながります。 

認知症になっても「穏やかに生きていける社会」をめざし、認知症の方

に「やさしい町」を私たちの地域からつくっていきましょう。 

酒々井町認知症ガイド（第５版） 
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